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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う業務時間の変更について（お知らせ） 

 

平素は会務運営にご協力を賜り，厚く御礼申し上げます。 

さて，新型コロナウイルス感染症の拡大を受け，東京都の小池百合子知事は，３月２５日夜に緊

急記者会見を開き，オーバーシュート（爆発的増加）が懸念される重要な局面であることから，不

要不急の外出を控えるよう，強く要請いたしました。 

また，法務省も，登記・供託申請や登記事項証明書・印鑑証明書等の取得・閲覧等については，

オンライン申請等や登記情報提供サービスを活用することにより，法務局に訪れることなく，登

記・供託申請や登記事項証明書・印鑑証明書等の取得・閲覧ができることから，これらの手続の活

用を呼び掛けております。 

こうした状況に鑑みまして，新型コロナウイルス感染症の予防対策として，当面の間，本会事務

局の業務時間を下記のとおり短縮し，交代での勤務とさせていただくことといたしましたので，ご

不便・ご面倒をお掛けしますが，ご理解・ご協力を賜りますよう，お願いいたします。 

なお，その他の事務取扱についても，現在，対応を検討中でありますので，決定次第，改めてお

知らせいたします。 

 

 

記 

 

(1) 業務時間：午前１０時００分～午後３時００分（従来は午前９時００分～午後５時３０分） 

 

(2) 短縮期間：令和２年３月３１日（火）～当面の間 

 

以   上 


